
 

 

 

 
 

県立こども医療センターにおけるデジタルカメラの紛失について 
 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センターにおいて個

人情報の含まれるデジタルカメラを紛失したことが判明しました。 

 

１ 紛失したデジタルカメラ（平成 22年購入） 

こども医療センターでリハビリ訓練の様子を撮影するため使用していたデジタル

カメラ 

   

２ 経緯 

〇 12月６日（金） 

・職員が治療の一環として患者とプレイルームにおいて将棋を実施した。その際、 

前回対戦時の駒の配置を記録したカメラを使用した。 

   ・治療終了後、当該職員が患者を病室に送り届けた後、カメラを返却していない 

ことに気づかないまま帰宅した。 

・当該職員の所属部署で終了時チェックを行った際、デジタルカメラ 1台が未返却 

であることが判明した。 

〇 以降、捜索を開始したが、現在まで当該デジタルカメラは発見されていない。 

      

３ デジタルカメラに保存されている可能性のある個人情報の内容 

  平成 28年９月以降撮影された患者の顔を含む活動の様子。 

  対象患者は 25名。 

 

４ 今後の対応 

  デジタルカメラに活動の様子が撮影された可能性のある患者、保護者に謝罪を行

います。 

  個人情報が記録されているカメラの取扱いに関する適正管理を徹底し、再発防止

を図ります。 

 

５ 神奈川県立こども医療センター 町田治郎総長のコメント 

  このたびは、患者様の個人情報が記録されたデジタルカメラを紛失し、深くお詫

び申し上げます。病院としても、県民の皆様の信頼を損なう重大な事故であると受

け止めております。 

  改めて個人情報について重要性を深く認識し、個人情報の記録されているカメラ

の適正管理について必要な対策を講じ、こうした事故を再び起こすことのないよう

努めてまいります。 

 

 

 （問合せ先）  

地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 

 神奈川県立こども医療センター 

 皆川事務局長 生副事務局長  

 電話 ：045-711-2351(代) 

令和元年12月20日 
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